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宝塚市立西谷認定こども園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

資料 1 宝塚市立西谷認定こども園条例の一部を改正する条例の概要 

 

１ 改正内容 

  地方税法改正による指定都市への税源移譲に伴う市町村民税所得割課税額に係る規定の

整備及び多子世帯に対する保育料の軽減措置の対象となる乳幼児が入所又は利用する施設

の名称について、関係法令の改正への対応と他の例規との整合性を図るための所要の文言整

理を行う。 

 

 

２ 地方税法改正に伴う市町村民税所得割額に係る規定整備 

（１）地方税法改正の概要 

  県費負担教職員の給与負担事務が道府県から指定都市へ移譲されたことに伴い、個人住民

税について、平成３０年度課税分から、道府県民税のうち２％相当分が指定都市における市

民税に税源が移譲される。 

  そのため、指定都市に住所を有する者について、市民税の標準税率が６％から８％に、道

府県民税は４％から２％に、それぞれ改正される。 

 

（２）西谷認定こども園への対応 

  西谷認定こども園の保育料は、市町村民税所得割課税額により認定された階層に応じて金

額を決定しているが、指定都市在住者については、市民税の税率が８％となることにより、

税率が６％で計算する指定都市以外の市町村在住者と比べて階層が上がり、保育料の額が、

本来決定されるべき金額よりも高額になる可能性がある。 

  そのため、１月１日現在、指定都市に住所を有していた者が、同日以降に本市へ転入し、

西谷認定こども園に入園した乳幼児の保護者となる場合であっても、指定都市以外の市町村

に住所を有していた者と同様に取り扱うことができるよう、条例を改正する。 

 

 

３ 多子世帯に対する保育料軽減に係る規定整備と所要の文言整理 

  多子世帯の保育料の軽減措置の対象となる乳幼児が入所又は利用する施設の名称につい

て、現行条例では施設名を列挙しているが、関係法令の改正等により、当該施設名が変更さ

れる都度、本条例も改正が必要となる。 

  そこで、本条例と同一の対象施設が規定された子ども子育て支援法施行令の条文を引用す

ることにより、条例改正の遅延による適用漏れの防止や事務の効率化を図るため、条例を改

正する。 


